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Ⅰ 教育委員会の事務事業の点検・評価の概要について

１ 事務事業評価とは

事務事業評価は，事業を実施している所管課が事務事業の現状を把握し認識した上で，

目的を達成するために解決すべき課題を発見し，具体的な改善につなげていく取り組み

です。

その目的は，これまで政策・施策・事務事業について「計画をし，予算を確保し，事

業を執行する」ことで終わり，「執行した結果を評価し，次の計画に反映させる」こと

がおろそかになりがちであった行政のサイクルに，評価を導入し，PDCA（Plan計画 →
Do実行 → Check点検・評価 → Action改善）という経営のマネジメントサイクルを
確立することにより，事業所管課が事業の成果を組織的，定期的及び客観的に見直し，

データに基づく改革・改善を行いやすくするものです。

２ 指宿市教育委員会における事務事業評価制度

⑴ 制度導入の経緯

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正により，平成20年４月か

ら，全ての教育委員会は，毎年，その権限に属する事務の管理及び執行の状況につい

て点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出すると

ともに，公表することとされました。

また，厳しい財政状況にある本市においては，限られた財源の中で既存事業の徹底

した見直しによる事業の改善を行っていかなければならないことから，指宿市教育委

員会としても平成21年度から事務事業評価制度を導入しております。

①目的・目標の設定 ②事業執行

③目標達成状況分析・評価④見直し方針の決定

Plan
計画

Check
点検・評価

Do
実行

Action
改善

PDCAサイクル
⑤継続的な改善

1



⑵ 導入の目的

事務事業評価に関する一連の情報を分かりやすい形で市民に公表することにより，

次の事項の実現を図ります。

① 市民に対する行政の説明責任（アカウンタビリティ）の徹底

事業の評価結果を市民に公表することにより，行政の透明性を高め，説明責任の

向上を図ります。

② 効率的で質の高い行政の実現

教育行政方針，計画及び予算に基づいて事業を実施するだけではなく，評価・検

証し，改善を行うことによって事業の効果を高める，いわゆるマネジメントサイク

ル（Plan 計画 → Do 実行 → Check 点検・評価 → Action 改善）を確立し，

限られた財源や人員を有効に活用します。

③ 成果重視の行政の実現

成果重視を基本に，事業を妥当性，効率性及び有効性などの視点から評価を行い，

効率的な行政運営を進めます。

⑶ 評価対象事務事業

指宿市総合振興計画及びそれに基づいた指宿市教育行政施策事業で，前年度から引

き続き実施している事業について，事後評価します。

⑷ 評価のプロセス

事務事業の担当課が自己評価する１次評価と教育委員会全体として総合的に評価す

る２次評価の２段階で実施します。

また，評価の客観性を確保するため，外部評価委員会（学識経験者等）による評価

を実施します。

教育委員会担当課 外部評価委員会 教育委員会

（５人）

⑸ 点検・評価のスケジュール（予定）

① 点検・評価の対象事業の選定（選出）

② 事務事業評価シートの作成

③ １次評価の実施（教育委員会事務局）

④ 第１回外部評価委員会（制度説明，事業説明）

⑤ 外部評価委員からの意見・提言

⑥ 評価委員の意見等への対応

⑦ 第２回外部評価委員会（評価委員の意見聴取）

⑧ ２次評価の実施（教育委員会）

⑨ 議会へ報告書提出

⑩ 評価結果の公表（市ホームページ等）

1次評価 2次評価学識経験者等

の知見の活用
公 表
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⑹ 推進体制及び役割

① １次評価者

評価者は事務事業の担当課長とします。事務事業の量や内容などの把握及び分析

結果を踏まえ，妥当性，効率性，有効性について，担当者と充分な議論を行い，問

題・課題等を整理しながら評価を行います。

② ２次評価者

評価者は教育委員会とします。２次評価については，１次評価者から当該事務事

業に係る問題点や外部評価委員の意見等への対応の説明を受けて，教育委員会とし

て適切な評価を行い，翌年度の事業の方向性を整理します。

③ 事務事業の担当課長

１次，２次の評価を受けて，顕在化した課題に対しての改善策を実践します。

④ 教育総務課

事務局として制度の周知や評価の取りまとめ，制度運用の全体調整を行います。

⑺ 評価方法

事務事業の執行結果について，活動指標，成果指標，事業コストを用いて「妥当性」，

「効率性」及び「有効性」などの観点から評価を行い，今後の事務事業の展開方向を

判断します。

【観点別評価の考え方】

⑻ 評価結果の活用

評価の結果を基に，当該年度以降における事務事業の実施にあたっては、改善行動

をとり，新規事業の企画や事業の統廃合を含めた見直しを行います。

翌年度予算や組織編成等において，評価結果を踏まえた的確な対応に努めます。

観 点 チェック項目

妥 当 性

・市民ニーズ・社会情勢に照らして妥当か。（ニーズの度合）

・上位施策を達成するために必要な事務事業か，現状や成果から考えて，対

象と意図は妥当か。（目的妥当性の度合）

・市が関与しなければならない事務事業か。（公共性・公益性の度合）

効 率 性

・投入したコスト（事業費・人件費）に見合った効果が得られているか。（費

用対効果の度合）

・効率的な方法で事務事業を実施しているか。（同じ経費でもっと効率的な方

法はないか。）

・活動量に対してコストの削減余地がないか。（コストを下げる工夫はなされ

ているか。）

有 効 性

・事務事業の活動量に見合った充分な成果が出ているか。（上位施策に対する

貢献度はどの程度か。）

・成果指標値から見て，目標の達成度具合はどの程度か。（達成度合）

・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か。（手段の有効度合）
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３ 評価対象事務事業について

番

号
課 名 事業名

１ 学校教育課 外国語活動支援員（ＡＥＡ）派遣事業

２ 生涯学習課 文化財保護事業
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Ⅱ 事務事業の点検・評価の内容及び結果について

１ 評価の観点

事務事業の点検・評価は事業の妥当性（市民ニーズ，公共性・公益性），効率性（費用対効果，コ

スト削減），有効性（貢献度，目標の達成度）の観点で行いました。

２ 観点別評価

３ 評価の結果

事 務 事 業 名 妥当性 効率性 有効性

① 外国語活動支援員（ＡＥＡ）派遣事業 妥 当 妥 当 妥 当

② 文化財保護事業 妥 当 妥 当 妥 当

事 務 事 業 名 評 価（まとめ，課題等）

① 外国語活動支援員（Ａ

ＥＡ）派遣事業

小学校での外国語授業においては，学級担任と外国語活動支援員（ＡＥ

Ａ）がティームティーチングで授業を行い，児童の学力向上に努めている。

また，指宿市英語教室「Ｅ－ＶＩＬＬＡＧＥ」では，児童生徒が外国語活

動や外国語の学習をより身近に感じ，楽しみながら英会話に親しむことが

でき，毎年，定員（120人）以上の応募がある。よって，本事業は効果的

である。今後，英語教室においては，周知方法の改善や広報活動を充実さ

せることで参加者の増加を目指すとともに，高校生ボランティアスタッフ

増員確保に関する予算確保に努める。

【翌年度の事業計画】

小学校での外国語授業においては，「児童にとって魅力のある楽しい授業

になっているか。」「学級担任と協力してよりよい授業になっているか。」な

どの視点で，担当指導主事が定期的に授業参観を行い，改善点を指導する。

また，英語教室においては，日常生活に密着した題材や指宿や鹿児島に

関する題材を設定し，児童生徒にとってより魅力ある内容に改善する。さ

らに，ボランティアスタッフの増員を目指すとともに，周知・広報活動を

充実させ，さらなる参加者の増加に努める。

② 文化財保護事業

「指宿市文化財保存活用地域計画」の文化庁による承認後，看板設置に

ついて活用できる国庫補助金を調査研究するとともに，ＱＲコードを用い

た文化財の説明や外国人観光客に対応した英語表記，他課との連携及び看

板の素材の選定についても検討していく。

【翌年度の事業計画】

「指宿市文化財保存活用地域計画」の文化庁による承認後，国庫補助金の

調査研究を行うとともに，枚聞神社に設置されている看板など，早急に修

繕が必要な看板を精査して，予算の範囲内で建替え等を実施する。
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　１　外国語活動支援員（ＡＥＡ）派遣事業（学校教育課）

担当課 事務事業名 意見・提言等の内容 対応等

学校教育課 外国語活動支援員
（ＡＥＡ）派遣事
業

【鳥飼委員】
　外国語教育については，全国で取り組ん
でいて，各県，各市の状況を聞く機会もあ
る中，本市の取り組みは確実に成果を上げ
ており，今後大いに期待できる。
　限られた予算の中で工夫されている様子
も十分に理解できた。
　①小・中・高の生徒同士が世代を超えて
教え合えるスタイルを希望します。
　妥当性，効率性，有効性ともに十分満足
いくものである。

Ⅲ　外部評価委員の意見・提言及び対応策

①小学生・中学生・高校生が教え合える
体制について

　小学校での外国語授業においては，今
後も学級担任と外国語活動支援員（ＡＥ
Ａ）がティームティーチングで授業を行
い，児童の学力向上に努めてまいりま
す。
　また，外国語活動支援員（ＡＥＡ）と
中学校英語教員が連携を図り，中学生が
小学生に外国語を教えたり，一緒に交流
したりする機会を計画し，さらに外国語
教育の充実に努めてまいります。
　英語教室（Ｅ－ＶＩＬＬＡＧＥ)にお
いては，令和５年度は，高校生ボラン
ティア延べ17人に参加していただき，事
業の運営に貢献していただきました。講
師のサポートはもちろんのこと，高校生
が小・中学生と外国語活動を行ったり，
交流を図ったりすることで，小・中学生
が，「こんな先輩になりたい。」「高校
生みたいに英語が話せるようになりた
い。」など憧れをもつことができまし
た。この憧れこそが児童生徒の学習意欲
や学力向上につながると考えます。
　よって，今後も，市内全高等学校（指
宿高校・指宿商業高校・山川高校）にボ
ランティアスタッフの依頼を行い，小学
生・中学生・高校生がともに学び合いが
できる体制を構築してまいります。

【久德委員】
　指宿市内の小中学生が，外国語に親しみ
ながら海外の文化を理解する事業というこ
とで，分かりやすい資料の準備と丁寧な説
明を有難うございました。今回は，ＩＢＵ
ＳＵＫＩ　Ｅ-ＶＩＬＬＡＧＥの参加者が
増えている状況から，ボランティアスタッ
フの増員や事業費等の事業拡大について方
向性が出されました。
　日本は国際的な社会に移行しようと，義
務教育において外国語教育に力を入れ英語
の学習にかける時間が増えています。今回
は，小学校の外国語活動や中学校の英語学
習で，特に興味・関心の高い子供たちが参
加しているのだろうと想像します。学校の
授業で学習したことを，実際に身近な場面
で使ってみたいと思う子どもの好奇心を育
て，国際感覚を身に付ける体験的なイベン
トだと思いました。
　指宿市は，観光の都市として有名で，他
県や海外から多くの観光客が訪れます。市
内の小中学生が集まり学びを通して交流す
る機会は，コミュニケーションや社会性を
育てる場になっており，多様な海外の文化
や価値を体験学習するＩＢＵＳＵＫＩ Ｅ-
ＶＩＬＬＡＧＥのＡＥＡ派遣事業は，子供
たちの未来を広げる素晴らしい事業である
と捉えることができます。このことから，
②事業費の増額予算とボランティアスタッ
フの増員確保の拡大を積極的に進めていた
だきたいと考えます。

②事業関連予算について

　現在，消耗品については，外国語活
動支援員消耗品から支出しています
が，「Ｅ－ＶＩＬＬＡＧＥ」に関する
事業費については，今後精査し，必要
な予算については要求してまいりま
す。
　ボランティアスタッフの増員拡大に
おいては，昼食費等の予算拡充，傷害
保険等の契約を計画しております。市
内全高等学校生徒へのボランティア募
集や市内小中高等学校職員へのボラン
ティア募集を積極的に行ってまいりま
す。
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担当課 事務事業名 意見・提言等の内容 対応等

【坂上委員】
　これまで教育委員会が実施してきた海外
派遣事業も含めてＡＥＡ派遣事業やいぶす
きイングリッシュヴィレッジ事業などへの
参加活動により，青少年が外国語，特に英
語に興味を持ち，コミュニケーションツー
ルのひとつになっていくことは大変喜ばし
いことです。そのためには、当事業の継続
と拡充が必要であると思います。大枠の事
業に飲み込まれていると思われる消耗品だ
けを事業費とみなすのではなく，ＡＥＡの
人件費，ボランティアの報償費，その他保
険等，それぞれの項目を整理集約し，円滑
な事業実施と内外的にも明確な事業認職が
できるように予算配当整理が必要と考えま
す。
　事業内容については，③参加してない小
中学生にも関心をもってもらうために，例
えば，（某新聞にシリーズ記載があったよ
うな）鹿児島弁と英語を合わせた言葉遊び
とか，暮らしに密着した題材提供などはい
かがでしょうか。事業運営については、民
官それぞれの立場やボランティアの確保
等、色々課題がありますが， さらに工夫
した事業の展開に期待します。

③事業内容について

　これまでにＥ－ＶＩＬＬＡＧＥに参加
したことのない児童生徒に興味・関心を
もってもらうために，事業内容や事業周
知方法を検討してまいります。
　事業内容については，日常生活に密着
した題材や身近な話題に関しての題材，
指宿や鹿児島に関する題材など児童生徒
にとって魅力ある題材を設定してまいり
ます。
　また，中学生の参加者数を増やすため
に，スキットやディベートを取り入れ，
楽しく英語を話しながら，スピーキング
能力を高める内容を計画していきます。
　さらに，事業の周知方法については，
市内小中学校の全児童生徒に案内チラシ
を配布するだけでなく，各ＡＥＡから全
学校・学級での事業紹介，各学校や市公
共施設でのポスター掲示等，周知方法を
拡充してまいります。

【長山委員】
　小学校に外国語活動・授業が導入されて
数年が経過しております。市内の小学校で
は，現在３名のＡＥＡが担任とティーム
ティーチングで授業を行い，授業の充実，
児童の外国語学習への意欲を高めることや
学力向上に貢献されているようです。中学
校の英語学習に対する興味・関心が高まっ
ているということは，小学校での「外国語
活動」授業の効果の現れと理解して良いの
ではと考えます。
　また，ＩＢＵＳＵＫＩ　ＥｰＶＩＬＬＡ
ＧＥについても，毎年参加の児童生徒もい
るということは，講座の楽しさを実感し，
外国語に対する興味関心も高まっていると
思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　指宿のこどもたちが外国語に興味を持ち
外国人観光客も多いこの地で，言葉の壁を
乗り超え，臆することなく片言でも積極的
に話しかける姿を想像すると，なんとも頼
もしく思えます。ＡＥＡ派遣により，英語
でのコミュニケーション能力やスピーキン
グ・ヒアリング能力が高まるのであれば，
④この事業の継続の必要性を感じます。
　事業費については，教材に使用する消耗
品等手作りしたり工夫がみられることか
ら，今後、事業の拡大を検討されるのであ
れば経費の見直しを図りつつ，予算確保に
努められたい。

④事業効果の検証について

　事業効果の検証については，引き続き
行っていきたいと考えております。
　小学校での外国語授業においては，
「児童にとって魅力のある楽しい授業に
なっているか。」「学級担任と協力して
よりよい授業になっているか。」などの
視点で，担当指導主事が定期的に授業参
観を行い，改善点を指導してまいりま
す。
　英語教室「Ｅ－ＶＩＬＬＡＧＥ」につ
いては，参加者やボランティアスタッフ
等の意見を取り入れながら，より魅力的
な事業になるように改善を行ってまいり
ます。
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　２　文化財保護事業（生涯学習課）

担当課 事務事業名 意見・提言等の内容 対応等

生涯学習課 文化財保護事業 【鳥飼委員】
　指宿市には，国，県，市指定と多くの文化財
に恵まれいかにすばらしい地域かがうかがえ
る。保護については，費用，専門技術等，①多
くの課題があるが，市民の理解をもらいなが
ら，場合によっては全国，海外からも協力をも
らいながら，是非，保護に努めてもらいたい。
　②表示の工夫については，世代やスマート
フォン等のことも考慮して充実した楽しいもの
になることを期待している。
　市民の一人として応援できる。十分，妥当
性，有効性のある事業である。

①市民の理解や全国などからの協力を得
て保護に努めてもらいたい

　文化財の保護につきましては，現在
「指宿市文化財保存活用地域計画」とい
う計画を作成しているところです。この
計画では市民総がかりで文化財の保存・
継承・活用に取り組んでいく内容となっ
ております。計画は令和６年７月以降に
文化庁の認定を受ける予定となっており
ますが，認定後はこの計画に沿って課題
に取り組んで参ります。

②表示の工夫について

　看板の表示の工夫につきましては，ス
マートフォン等を活用することを念頭
に，ＱＲコードを用いて「指宿まるごと
博物館」のホームページと連動させて分
かりやすい解説を見てもらうなど，工夫
して参ります。

【久德委員】
　指宿市内には83件の指定文化財があり「指宿
まるごと博物館構想」に基づいて，文化財の説
明看板等の修繕や新設などの事業があることが
理解できた。83件の指定文化財がある中に，現
在43か所の看板の修理が必要で８年から９年か
けて修理していく予定であるということだっ
た。
　財政が厳しい中，事業費を確保することが大
変であると感じたが，協議の説明では，西指宿
中学校区で，小・中学生が郷土学習で活用して
いることや地域のイベント「まち歩き」で，こ
の看板を目印にしながら郷土の文化財に触れる
ような役割もあり，説明看板に係る事業は重要
であると感じた。また，このような生涯学習の
視点に立った活動は，自分の住んでいる地域を
愛し，自信や誇りを持てる人材を育てることに
つながると思った。
　様々な広報等で見聞きしているが，博物館や
美術館などの展示パネルにＱＲコードを掲示し
てスマートホンやタブレットで読み取り，限ら
れたパネルのスペースで標記できない内容を音
声ガイドや動画・関連の写真・資料などホーム
ページとリンクさせて学習効果を高める掲示方
法がある。
　財政的な負担を考えながら事業を拡大する一
つの方法として，③ラミネートしたＱＲコード
を看板に張り付けるのは如何だろうか。今，設
置してある或いはこれから設置する新しい看板
に一工夫することは，文化財の価値や活用方法
が広がっていくと考えている。

③ラミネートしたＱＲコードを看板に張
り付けるのは如何か

　看板にＱＲコードを張り付けて「指宿
まるごと博物館」のホームページと連動
させて分かりやすい解説を見てもらうな
ど，検討して参ります。
　ＱＲコードで指宿まるごと博物館の
ホームページを閲覧できるようにし，そ
の際１つの文化財だけではなく，その周
辺にある文化財についても確認すること
ができますので，周辺にある文化財の見
学や学習活動にも活用できるものと考え
ております。
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担当課 事務事業名 意見・提言等の内容 対応等

【坂上委員】
　「文化財の適切な保存に努め，より多くの市
民が歴史と文化に親しみ，ふるさとに誇りと愛
着を持てるよう，郷土教育への活用を図る。」
という文化財保護事業の目的のために有効に活
動する手段として，説明看板，矢印看板，標柱
等の改修，新設，移設を委託料の支出により実
施していますが，予算の額が少なく，各年度２
箇所程度という進涉状況のようです。看板等は
文化財そのものではありませんが，文化財本体
に付随するものであり，文化財の存在とその価
値を知らしめるものであり，一体的に整備保存
されるものであると考えます。観光地や観光施
設を訪れたときに，案内や解説といった情報が
有るのと無いのでは，対象物の認識だけでな
く，（少なくとも私は）関心や愛着がわきにく
いのと同様ではないでしょうか。
　単年度の予算を消化することが事業の達成で
はないので，④数年前に着手した看板と今年度
着手した看板がデザインや材質，施工方法など
総合的な調和が取れていないということがない
よう，できるものならば点検して候補として挙
げられたものを一括して事業実施できるよう，
予算額はもちろん事業量の拡大が有効ではない
かと考えます。
　事業実施にあたっては，⑤看板に通し番号を
付して，関連するパンフや資料等と 照合できる
ようにするとか，スマホやタブレットでの読み
取りコード等を付して，解説文が見聞きできた
り，他の施策(例えば，ウォーキングによる健康
ポイントの付与，観光地巡りポイントによる特
典提供)と連携することで，文化財への関心の入
口が広がるのではと思います。予算についても
生涯学習課に限らず， ⑥チーム指宿として他課
からも，内容によっては市民，民間からも人，
物，金，色々な財で調達できれば愛着のある文
化財に思えてくるのではと思います。

④数年前に着手した看板と今年度着手し
た看板がデザインや材質，施工方法など
総合的な調和が取ていないということが
ないよう，できるならば点検して候補と
して挙げられたものを一括して事業実施
できるよう，予算額はもちろん事業量の
拡大が有効ではないか

　看板の作成におきましては，色や形状
などが統一したものとなるよう努めて参
ります。また，現時点では対応する補助
事業などはございませんが，今後も引き
続き，国の補助事業等について情報収集
を行い，一括して事業実施ができるよう
な補助事業がありましたら取り組むこと
を検討して参ります。

⑤看板に通し番号を付して，関連するパ
ンフや資料等と照合できるようにすると
か，スマホやタブレットでの読み取り
コード等を付して解説文が見聞きできた
り，他の施策と連携することで，文化財
への関心の入口が広がるのではないか

　看板に通し番号を付すことについて
は，管理の面からも必要と考えておりま
すで，「指宿まるごと博物館文化財マッ
プ」などと連動できるような取り組みを
検討して参ります。
　スマートフォン等の活用につきまして
は，看板にＱＲコードを張り付けるなど
検討して参ります。また，令和６年度は
橋牟礼川遺跡が国指定になって100年目
を迎えますので，市内の史跡等を巡るス
タンプラリーなどを企画し活用できない
かを検討して参ります。

⑥チーム指宿として他課からも，内容に
よっては市民，民間からも人，物，金，
色々な財で調達できれば愛着のある文化
財に思えてくるのではないか

　他課や市民，民間団体との連携につき
ましては，現在作成中の「指宿市文化財
保存活用地域計画」が文化庁の認定を受
けた後，その計画に記載されている「行
政内関係部署が集まり，歴史文化資源の
保存について協議する協議会設置 」や
「地域の歴史文化資源を知る機会として
「文化財清掃デー」や「伝統文化デー」
の実施を奨励し，地域の歴史文化資源を
見守る人材を増やす」など，今後取り組
んでいく事業に沿って連携を図って参り
たいと考えております。
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担当課 事務事業名 意見・提言等の内容 対応等

【長山委員】
　本市には，国・県・市指定の文化財が８３件
あるようです。今後も審議会の検討を経て，管
理する文化財は増加していくと思われます。
　「指宿まるごと博物館」構想に基づいて，市
民共有の大切な財産である文化財の適切な保存
に努め，より多くの市民への浸透を図るため講
座を開催したり，広報紙を活用しての情報発
信・周知もされておられます。
その手段の一つとして，指定文化財の説明看
板，矢印看板及び標柱も活用されているようで
す。だとすると文化財の説明看板等の改修・新
設にかかる事業は必要な事業であると考えま
す。⑦限られた予算の中，現在も修繕を必要と
する看板等の対応に苦慮されているようである
が，今後も予算の確保に努められたい。また，
引き続き国・県の補助金活用についても検討さ
れたい。
文化財の老朽化と同じように，看板等の老朽化
や台風などの災害による破損はこれからも避け
られない状況であると考えます。⑧今後，看板
整備等を実施する際は，外国人観光客にも配慮
した外国語表記，耐久性のある素材を使用して
の看板設置等も検討されたい。

⑦限られた予算の中，現在も修繕を必要
とする看板等の対応に苦慮されているよ
うであるが，今後も予算の確保に努めら
れたい。また，引き続き国・県の補助金
活用についても検討されたい

　予算の確保につきましては今後も引き
続き財政部局と協議していくとともに，
国・県・民間団体において活用できそう
な補助金や助成金の情報収集に努めて参
ります。

⑧今後，看板整備等を実施する際は，外
国人観光客にも配慮した外国語表記，耐
久性のある素材を使用しての看板設置等
も検討されたい。

　外国語表記につきましては，新型コロ
ナウイルス感染症が５類となってから市
内でも外国人観光客が増えておりますの
で検討して参ります。
　また，看板の素材につきましては，で
きる限り耐久性の高い素材を使用しても
らうよう努めます。
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指宿市教育委員会外部評価委員会設置要綱

（設置）

第１条 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価を行うため，

指宿市教育委員会外部評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は，指宿市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が所管する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価を行う。

（組織）

第３条 委員会は，委員５人以内で組織する。

２ 委員は，次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

⑴ 教育機関関係者のうち，知見を有する者

⑵ 社会教育，社会体育及び芸術文化関係者のうち，知見を有する者

⑶ 前２号に掲げる者のほか，教育委員会が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は，委嘱の日から翌年の３月 31 日までとする。ただし，委員が欠けた

場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選により定める。

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を掌理する。

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，

その職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会の会議は，必要に応じて委員長が招集し，会議の議長となる。

２ 委員会は，委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

（守秘義務）

第７条 委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，また，

同様とする。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は，教育委員会教育総務課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，教育委員会が

別に定める。

附 則

この要綱は，平成２１年６月３日から施行する。
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令和５年度 指宿市教育委員会外部評価委員会委員

※ 外部評価委員会設置の根拠法令（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）

委 員 名 所 属 等

鳥飼 由紀子 山川高等学校校長

久 德 寛 司 指宿市校長会代表

坂 上 次 喜 社会教育委員

長 山 君 代 人権擁護委員

俵積田 智裕 指宿市ＰＴＡ連合会会長

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）

第 26 条 教育委員会は，毎年，その権限に属する事務（前条第１項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を作成し，これを議会に提出

するとともに，公表しなければならない。

２ 教育委員会は，前項の点検及び評価を行うに当たっては，教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。
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